
新旧対照表 

【支払手段等の輸出入許可に係る処理要領について（平成 20年５月 22日財関第 591号）】 

（注）傍線を付した部分が改正部分である。 
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改正後 改正前 

 

支払手段等の輸出入許可に係る処理要領について 

 

 

 旅客又は乗組員の携帯品のうち外国為替令（昭和 55 年政令第 260 号。

以下「外為令」という。）第８条の２第１項第１号に掲げる支払手段又は

証券に該当するもの及び同項第２号に掲げる貴金属に該当するものの輸

出入許可に係る要領について、平成 26 年７月４日から、下記により実施

されたい。 

 

 

 

記 

 

第１ 目的 

 （省略） 

 

第２ 用語の定義 

  この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１）～（５） （省略） 

 

第３ 申告の対象等 

 １ 申告対象 

   旅客又は乗組員（以下「旅客等」という。）が、次のいずれかに該

当する支払手段等（支払手段又は証券をいう。以下同じ。）又は貴金

属を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合。 

（１） 携帯して輸出し、又は輸入しようとする支払手段等の額（支払手

段が二以上ある場合、証券が二以上ある場合又は支払手段及び証券

が合わせて二以上ある場合には、それぞれの価額として外為省令第

10 条第２項各号に定める方法により計算した額の合計額）が 100

万円に相当する額を超えるもの。 

 

 

支払手段等の輸出入許可に係る処理要領について 

 

 

 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に

関する政令（平成 20 年政令第 123 号）の一部の施行に伴い、旅客又は乗

組員の携帯品のうち外国為替令（昭和 55 年政令第 260 号。以下「外為令」

という。）第８条の２第１項第１号に掲げる支払手段又は証券に該当する

もの及び同項第２号に掲げる貴金属に該当するものの輸出入許可に係る

要領について、下記のとおり定めたので、平成 22 年７月６日から、これ

により実施されたい。 

 

記 

 

第１ 目的 

 （同左） 

 

第２ 用語の定義 

  この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１）～（５） （同左） 

 

第３ 申告の対象等 

 １ 申告対象 

   旅客又は乗組員（以下「旅客等」という。）が、次のいずれかに該

当する支払手段等（支払手段又は証券をいう。以下同じ。）又は貴金

属を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合。 

（１） 携帯して輸出し、又は輸入しようとする支払手段等の額（支払手

段が二以上ある場合、証券が二以上ある場合又は支払手段及び証券が

合わせて二以上ある場合には、それぞれの価額として外為省令第 10

条第２項各号に定める方法により計算した額の合計額）が 100 万円

（北朝鮮を仕向地とする輸出にあっては 10 万円）に相当する額を超

えるもの。 
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（２） （省略） 

 

 ２ 申告者 

（１）～（３） （省略） 

 

 ３ 申告書の受理及び許可 

  （省略） 

（１）～（４） （省略） 

 

 ４ 申告書の記入要領 

申告を要する旅客等が申告書を作成するに当たっては、申告書様式

の裏面「記入要領」に留意の上、記入する。この場合において、申告

をする者の使用に係る電子計算機から入力して申告を行うに当たっ

ては、「電算関係税関業務事務処理要領」に留意の上、入力する。 

（１）～（２） （省略） 

（３） １の「（１）支払手段又は証券」の額は、各欄の区分に応じ、そ

の額を原通貨で記入する。この場合において本邦通貨又は本邦通貨

建てのものにあっては 10 万円未満の額を、また外国通貨又は外国

通貨建てのものにあっては 10 万円相当額未満の額をそれぞれ切り

捨てて記入して差し支えない。 

 

（４）～（５） （省略） 

（６） １の（１）「合計金額」欄は、100 万円未満の額は切り捨てた上

で記入する。この場合において、外国通貨若しくは外国通貨をもっ

て表示される支払手段等を本邦通貨に換算する場合に使用する換

算相場は、申告の対象となる支払手段等を輸出し、又は輸入しよう

とする日において適用される外国為替相場を用いて行う。 

    なお、申告者の利便に供するため、当該外国為替相場を申告書の

受理場所に備え付けておくとともに、インターネットを利用して閲

覧に供しておくこと。 

 

（７）～（９） （省略） 

 

（２） （同左） 

 

 ２ 申告者 

（１）～（３） （同左） 

 

 ３ 申告書の受理及び許可 

 （同左） 

（１）～（４） （同左） 

 

 ４ 申告書の記入要領 

申告を要する旅客等が申告書を作成するに当たっては、申告書様式

の裏面「記入要領」に留意の上、記入する。この場合において、申告

をする者の使用に係る電子計算機から入力して申告を行うに当たっ

ては、「電算関係税関業務事務処理要領」に留意の上、入力する。 

（１）～（２） （同左） 

（３） １の「（１）支払手段又は証券」の額は、各欄の区分に応じ、そ

の額を原通貨で記入する。この場合において本邦通貨又は本邦通貨

建てのものにあっては 10 万円（北朝鮮を仕向地とする輸出にあっ

ては１万円）未満の額を、また外国通貨又は外国通貨建てのものに

あっては 10 万円（北朝鮮を仕向地とする輸出にあっては１万円）

相当額未満の額をそれぞれ切り捨てて記入して差し支えない。 

（４）～（５） （同左） 

（６） １の（１）「合計金額」欄は、100 万円（北朝鮮を仕向地とする

輸出にあっては 10 万円）未満の額は切り捨てた上で記入する。こ

の場合において、外国通貨若しくは外国通貨をもって表示される支

払手段等を本邦通貨に換算する場合に使用する換算相場は、申告の

対象となる支払手段等を輸出し、又は輸入しようとする日において

適用される外国為替相場を用いて行う。 

    なお、申告者の利便に供するため、当該外国為替相場を申告書の

受理場所に備え付けておくとともに、インターネットを利用して閲

覧に供しておくこと。 

（７）～（９） （同左） 
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